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国立病院機構（ＮＨＯ）ビジョン（案） 

～今後のＮＨＯ運営の基本的な考え方と目指すべき方向～ 

 

はじめに 

   独立行政法人国立病院機構（ＮＨＯ）は、平成 16 年の独立行政法人化以降、独立行

政法人国立病院機構法などの関係法令や５年ごとに定める中期目標や中期計画に基づ

いて、全国各地に所在する病院がそれぞれの状況に対応する努力を重ねながら運営して

きました。 

   近年、医療を取り巻く環境が大きく変化するとともに、令和に入り、長期にわたる新

型コロナウイルス感染症への対応や、これに伴う更なる患者数の減少など、これまでの

想定を大きく超える状況の変化が生じ、安定した病院運営が難しさを増しています。 

   このため、高齢者人口がピークを迎える 2040 年に向けて、法人全体としてどのよう

な方向で運営を行っていくかを示すための指針「 国立病院機構（ＮＨＯ）ビジョン」を

策定することとしました。 

   本ビジョンの策定に当たっては、外部の有識者にも参画いただいた「 独立行政法人国

立病院機構（ＮＨＯ）ビジョン検討委員会」を設置して議論するとともに、全国のＮＨ

Ｏ病院長からも意見を求めるなど、幅広い知見を集めました。 

 

１．ＮＨＯ運営の基本的考え方について 

（１）ＮＨＯを取り巻く環境変化等 

  ① 人口構造や疾病構造の変化など 

    人口減少に伴う患者数の減少や労働力人口の減少、賃上げ、諸物価の高騰など、日

本の医療を取り巻く環境はさらに厳しい状況となっており、2040 年頃には高齢者人

口がピークを迎え、患者数や医療従事者数が現在からさらに減少することが見込まれ

ています。また、今後の医療技術の進歩、医療ＤＸの進展等によって、診療の内容や

医療機関のあり方も大きく変化することが見込まれます。 

 

  ② 感染症や災害対応などにおけるＮＨＯの役割 

    令和２年に発生した新型コロナウイルス感染症への対応において、ＮＨＯの各病院

は、全国の病院の先頭に立って病床確保や患者受入に努め、我が国におけるコロナ対

策の拠点として尽力しました。 

    また、令和６年１月に発生した能登半島地震では、金沢医療センターに現地対策本

部を設置し、医師、看護師、薬剤師等を全国の国立病院から派遣して、避難所支援や

現地の医療機関の支援に当たるなど、発災直後から長期間にわたって対応を継続しま

した。 

    このように、近年、日本の医療を脅かすような感染症や災害対応において、ＮＨＯ
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がスケールメリットを発揮して積極的に対応することにより、公的な医療機関として

ＮＨＯが果たすべき役割が改めて行政や国民の皆様に認識されてきており、今後もそ

の重責をしっかりと果たすことが求められていると考えられます。 

 

  ③ 厳しさを増す経営環境 

    「 国立病院は税金を投入して運営されている」という誤解をしている方が少なくあ

りませんが、ＮＨＯは、平成 16 年に独立行政法人化に移行し、いわゆる 自収自弁」

の運営を目指すこととされました。移行時に、厚生労働省の施設等機関であった当時

の負債約 7,600 億円を引き継ぎ、平成 24 年度からは、国からの運営費交付金は臨床

研究等に要する費用に充てる分のみで、病院の運営に要する経費自体は診療事業によ

って得られる診療報酬等によって賄ってきました。さらに、令和３年度には少し残っ

ていた国からの運営費交付金が皆減「（算額 が０円となること）となり、法人内で相

互に支え合う仕組みがより強固になりました。 

    一方で、新型コロナウイルス感染症で激減した患者数は、その後も回復しておらず、

令和２年度以降、毎年度の医業収支は 300 億円を超える赤字となっており、数年後に

は積立金が枯渇するような危機的な財政状況となっています。 

    ＮＨＯが国や地域から期待されている役割を今後とも果たしていくためには、ＮＨ

Ｏ140 病院が一丸となって、今後、地域に必要とされる医療を提供し、経営改善に取

り組む必要があります。 

 

 ④ 国の医療政策推進への積極的貢献 

    ＮＨＯは、従来、他の設置主体では体制の整備や経験の面で対応が難しい分野の医

療を担う役割を果たしてきました。また、全国的なエイズの診療拠点としての役割や

医療観察法病棟の整備等にも取り組んできています。 

    また、国において進めている地域医療構想の実現に向けて、地域における医療機能

分化・連携等に積極的に協力していきます。 

    現在議論されている 2026 年度以降の地域医療構想の取組については、今後、医療・

介護の複合ニーズを抱える 85 歳以上人口の増大や現役世代の減少に伴う医療需要の

変化に対応できるよう、2040 年頃を視野に入れつつ、病院のみならず、かかりつけ医

機能や在宅医療、医療・介護連携等を含め、中長期的課題を整理して検討を行うこと

とされており、この新たな地域医療構想の取組についても積極的に協力していきます。 

    さらに、最近では、国において医療ＤＸが推進され、電子カルテ・電子処方箋の普

及や、マイナ保険証の利用促進などが進められていますが、ＮＨＯにおいては、こう

した国の取組にも積極的に協力してきています。 

    こうした国や自治体の行政に協力し、医療制度改革等に貢献することも、ＮＨＯが

引き続き果たしていかなければならない役割の一つと考えられます。 
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  ⑤ コンプライアンス強化の必要性 

    過去、ＮＨＯに対する信頼を損なう不祥事も発生しました。例えば、患者虐待事案

などが大きな問題として発生しましたが、そのほかにも職場でのハラスメントなどの

問題も生じています。そうした事案が起こる都度、原因や問題点を明らかにし、再発

防止対策を講じるとともに、関係者の処分等を実施してきましたが、本来、そのよう

なことが起こらないように法令等を遵守する意識を全職員に徹底するなど、コンプラ

イアンスの強化に不断に取り組んでいかなければなりません。 

 

（２）ＮＨＯの目的・理念等 

   ＮＨＯは、発足当初より「 私たち国立病院機構は、国民一人ひとりの健康と我が国の

医療の向上のために、たゆまぬ意識改革を行い、健全な経営のもとに、患者の目線に立

って懇切丁寧に医療を提供し、質の高い臨床研究、教育研修の推進につとめます」との

理念を定めています。 

   さらに、令和元年にとりまとめた ＳＵＲＥプロジェクト」においては中長期的視点

に立ってＮＨＯの全ての取組を通暁する理念として、 ①地域等の患者、住民が必要と

する医療を安定的かつ継続的に提供するＮＨＯ、②全ての職員にとって安全、安心に働

ける職場であるＮＨＯ、③災害時等の危機管理に強いＮＨＯ」を掲げて、法人運営に取

り組んできました。 

※ ＳＵＲＥとは Sustainability」 Risk「Taking」 Evidence「Based」の頭文字をとったもの

で、ＮＨＯ本部において平成 30 年にプロジェクトチームを設置し、ＮＨＯが果たすべき役

割に関する方向性等について議論を行ったもの。 

 

（３）ビジョン策定に当たっての基本的考え方 

   ＮＨＯが独立行政法人化してからの 20 年間、各病院は、旧国立病院・国立療養所時

代から受け継いできた専門集団としての高い職業倫理や高度な専門性という良い組織

文化や伝統を守りながら、国民の命と健康を守るため、病院長を先頭に全職員がそれぞ

れの持ち場で最善を尽くしてきました。 

   従来からのＮＨＯの目的「・理念等は引き継ぎながら、先述のようなＮＨＯを取り巻く

環境変化等に対応していくためには、高齢者人口がピークを迎える 2040 年頃に向けて、

ＮＨＯをこれからの時代に適応した組織に改革していかなければなりません。 

   このため、ビジョンにおいては、 

  ① ＮＨＯの強みであるスケールメリットや、様々な機能、役割、規模等の病院から構

成される多様性を生かして、それぞれの病院の個性を発揮しつつ互いに連携しながら、

地域のニーズに応じた、質の高い医療を提供していくこと 

  ② 人口減少に伴う人材不足等が進む中で、安定して医療を提供していくため、病院・
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グループ・本部が一体となって、全職員が安心して、誇りをもって働くことができる

職場をつくっていくこと 

  ③ ＮＨＯが国、地域や国民から求められる役割を果たし、法人全体として持続可能な

運営を維持していくため、着実に経営改善を進めていくこと 

  との３つの観点に立って、ＮＨＯが直面する課題を整理し、それらにどのように取り組

んでいくのかという改革の方向性を示しています。 

   新型コロナウイルス感染症収束後の激動の時代において、国民からより信頼され、存

在感を発揮できるＮＨＯの構築に向けて、変えるべきものは変えていくという改革の姿

勢をもって、全職員一丸となって、ビジョンの実現に取り組んでいきましょう。 

 

２．国全体の今後の医療需要等の動向について 

（１）医療需要について 

   2040 年頃を見据えると、高齢者数がピークを迎え、生産年齢人口の減少が見られま

す。地域毎に見ると、生産年齢人口はほぼ全ての地域で減少し、高齢者人口は大都市部

を中心に増加し、過疎地域を中心に減少することが見込まれます。 

   医療・介護の複合ニーズを有する 85 歳以上の高齢者が増加し、これに伴い、2040 年

にかけて、85 歳以上の救急搬送は 75％増加し、85 歳以上の在宅医療需要は 62％増加す

ることが見込まれます。 

   このうち、高齢者救急については、軽症・中等症の救急搬送が増加し、自宅だけでは

なく、高齢者施設等からの救急搬送の増加が見込まれます。救急搬送後の要介護度の悪

化を伴うことも多いですが、リハビリの提供状況にはばらつきがあり、また、退院調整

のために入院期間の延長等が見込まれます。 

   在宅医療については、提供する医療機関は、近年、病院数は増加傾向ですが、診療所

数は横ばいとなっています。在宅医療の需要は、2040 年にかけて需要が 50%以上増加す

る二次医療圏が 66 あるなど、増加が見込まれます。また、医療機関・職員当たりの訪

問できる患者数には限りがあります。 

   入院医療については、病床利用率が低下傾向にあり、医療機関の医業利益率は低下し

ています。多くの医療資源を要する医療については、2040 年にかけて手術件数が全診

療領域において半数以上の構想区域で減少する見込みです。外来医療の需要はすでに減

少傾向です。これまでの急性期のニーズは減少し、高齢者救急が増加する一方で在宅医

療需要は増加し、介護との連携もさらに重要となります。 

 

（２）マンパワーについて 

   生産年齢人口の減少に伴い、医療従事者の確保がますます困難となる中、働き方改革

も進めていく必要があります。 

   特に医師については、地域偏在や診療科偏在の是正のほか、勤務環境の改善も喫緊の
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課題です。診療所の医師が高齢化している中、人口が少ない二次医療圏では診療所数は

減少傾向、人口の多い二次医療圏では診療所数は増加傾向です。 

 

（３）地域差について 

   過疎地域を中心にすでに高齢者も減少している地域もあれば、大都市部を中心に高齢

者等の医療需要の増加が見込まれる地域もあり、地域ごとに人口変動の状況が異なり、

求められる医療提供体制のあり方も様々です。 

   例えば、都市部においては、増加する高齢者救急や在宅医療の受け皿の整備が課題で

あり、過疎地域においては、人口減少や患者減少に対応した医療提供体制の維持が課題

です。 

   このように、地域ごとに必要な医療提供体制を検討していくことが重要です。 

 

３．患者の視点やこれからの地域ニーズに応じた質の高い医療の提供等 

  ＮＨＯ病院は、現在、全国に 140 病院が所在していますが、急性期病棟中心の病院や、

いわゆるセーフティネット系の病院など、その機能・役割は病院ごとに様々であり、それ

ぞれの病院を取り巻く地域の医療提供体制によって医療ニーズも異なります。 

  2040 年頃を見据えると、人口の減少などの人口動向の変化、高齢化の進展による疾病

構造の変化（がん・虚血性心疾患の入院患者の減少、高齢者救急の増加、大腿骨骨折の増

加、肺炎等の手術を要しない疾患の増加等）、医療技術の進展等による医療ニーズの変化

や、労働人口の減少に伴う医療従事者の減少が見込まれます。 

  このような中で、国においてかかりつけ医機能報告制度の導入や、新たな地域医療構想

に関する検討が進められており、ＮＨＯ病院としても公的な医療機関として国の動向を踏

まえながら、それぞれの地域において求められる役割を率先して果たすとともに、患者の

視点に立った質の高い医療を提供していきます。 

  

（１）これからの地域ニーズに応じた質の高い医療の提供 

  ① 地域医療への貢献 

    都市部と地方部など、それぞれの都道府県、医療圏、地域において状況は様々です

が、地域における医療提供体制の状況や医療ニーズ等を踏まえ、５疾病６事業をはじ

めとする、質の高い医療を提供し続けることはＮＨＯ病院の重要な使命です。 

    また、各病院において最大限の救急応需ができるよう自治体や消防部局とのコミュ

ニケーションを強化することや、適切な紹介/逆紹介に向けて近隣の医療機関との積

極的な意見交換を行うなど、地道な活動に丁寧に取り組み、地域において 顔の見え

る」信頼関係を構築していくことも必要です。 

    地域において存在感を発揮していくためには、自院に対する地域のニーズや自院の

医療機能の特性や強みを踏まえ、自治体、地域医師会や医療機関が集まる場に積極的
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に参画するなど、日頃からの情報収集によって地域において果たすべき役割を改めて

整理・明確化し、地域に求められる日々の医療の提供や関連する諸活動を粘り強く実

践していくことが大切です。 

 

  ② 重症心身障害、神経・筋疾患 

    ＮＨＯは長年、重症心身障害、筋ジストロフィー等神経・筋疾患の医療を提供し続

けてきた歴史があります。 

    患者の高齢化などによる移行期医療の必要性の増加、人工呼吸器の装着者等の重症

患者の増加や、未診断疾患等の診断の進歩や遺伝子治療をはじめとする医療の高度化

も踏まえながら、療養環境の充実を図り、引き続き確実に入院医療を提供します。 

    その際、指定難病患者が障害者総合支援法にもとづくサービスが利用可能であるこ

とから、これまでより幅広い神経筋疾患の方への医療の提供についても地域の実情等

に応じた検討が必要です。 

    また、個々の患者に合わせた医療を提供する観点から、地域移行のニーズに対応す

るため、オンラインの活用や在宅療養支援（障害福祉サービスにおける通所系・訪問

系サービスや訪問看護等）に取り組みます。 

 

  ③ 結核・エイズ 

    結核については、かつては 国民病」といわれていましたが、関係者の尽力により、

令和３年には、国全体の結核罹患率が人口 10 万対 10 以下の 低まん延国」となりま

した。一方で、近年では、結核病床の利用率がＮＨＯで 40％を割り込むなど、既存の

結核病床が非効率的な運用になっています。 

    結核だけでなく一般病床としても弾力的に使用できる モデル病床」の活用を含め

効率的な病床運用の検討とともに、地域におけるニーズを踏まえつつ、病床削減を含

め結核病床の在り方の地方自治体との調整が必要です。 

    エイズについては、ＮＨＯ病院はブロック拠点病院や中核拠点病院、エイズ治療拠

点病院としてエイズ医療の提供体制の一翼を担ってきました。今後も引き続きブロッ

ク拠点病院等としてのエイズへの取組推進に向けた役割を果たしてまいります。 

 

  ④ 精神・心神喪失者等医療観察法医療 

    精神医療についても、高度で専門的な医療を提供するなど、ＮＨＯが地域において

重要な役割を果たしてきました。 

    今後は、我が国における精神科病床の実情を踏まえつつ、精神障害にも対応した地

域包括ケアシステムの構築に向けて、地域移行に向けた機能を強化していくとともに、

病院の規模・機能を見直します。 

    その際、これまでＮＨＯ病院が担ってきた身体合併症精神障害や精神科救急、mECT
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（修正型電気けいれん療法）やクロザピンなどの専門的な医療の提供や、それに伴う

臨床研究・教育について、各病院において必要な医師確保を含め総合的に実施します。 

    心神喪失者等医療観察法に基づく医療については、制度開始以降、全国で病棟整備

が進んできたことやＮＨＯを取り巻く状況の変化を踏まえ、他の公立病院等との役割

分担や集約化を含め、ＮＨＯの今後の役割について検討します。 

 

  ⑤ 災害・新興感染症 

    災害医療や新興感染症など、広域的な対応が求められる医療の提供については、こ

れまでの経験や蓄積、全国に病院を有するＮＨＯのネットワークを生かしつつ、引き

続き積極的に取り組みます。 

    災害医療については、平時から災害時等に備えて人員体制や対応マニュアル、災害

支援に必要な物資を準備するとともに、国民の皆様に対し災害時等におけるＮＨＯの

活動の機動性や一体性を周知することで、訴求力を高めていきます。 

    また、ＮＨＯ以外にも様々な医療支援チームがある中で、災害時に効率的に支援を

行う観点から、他の公的病院等との役割分担や連携を図るとともに、必要に応じて、

厚生労働省等に対しても調整を求めていきます。 

    新興感染症対応については、ＮＨＯの病院は改正感染症法における医療措置協定の

締結が義務付けられていることから、法に基づき必要な役割を果たします。 

 

（２）虐待防止対策 

   今般、ＮＨＯ病院において発生した虐待事案に対し、第三者委員会からの提言がなさ

れ、再発防止策として、患者の人権を守る意識を全職員が自覚できるよう研修内容を充

実・強化することや、管理者の配置等の人員体制の見直し、虐待が発生しない職場環境

づくりなどの取組が求められています。 

   ＮＨＯとしては、これまでも相談・通報窓口の設置、教育、研修体制の強化等を行っ

てきたところですが、本提言を踏まえ、本部においても検討体制を組み、ＮＨＯ全体で、

コンプライアンスやガバナンスの強化、組織風土の改善を含めた虐待防止対策に取り組

んでいきます。 

 

（３）医療ＤＸの推進 

   医療ＤＸを推進することにより、その基盤を活用して各病院間における情報共有や診

療援助を可能とし、または、医療従事者の確保が困難な状況にあっても、少ない人的リ

ソースで同様の水準の業務を処理することを可能とすることが期待できます。そのため、

ＮＨＯ病院におけるより質の高い医療の提供及び診療業務の効率化を目指して、政府が

進めている電子カルテの標準規格化を踏まえた電子カルテの導入検討及び政府が掲げ

ている 医療ＤＸの推進に関する工程表」に沿って取り組み、政府の医療ＤＸを推進し
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ます。また、将来に向けて、政府が目指している統一的な電子カルテの導入などを検討

します。 

 

４．医療の発展等に向けた臨床研究の推進 

（１）ＮＨＯにおける臨床研究の特徴・メリット 

   臨床研究事業は、医療・医学の発展に寄与することはもとより、研究意欲を有する医

師等にとって魅力ある職場となり、人材確保につながる観点からも、ＮＨＯの重要なミ

ッションの一つです。 

   ＮＨＯにおける臨床研究については、 

・大学や研究所などと比べると、研究に割ける人材や時間などの資源が限られている

ことから、それぞれの病院の状況に応じて、スケールメリットなどのＮＨＯの特徴

を生かした研究を重点的に進めていること 

・大学や他の病院グループには無い、国立病院機構診療情報集積基盤（ＮＣＤＡ）に

よる電子カルテ情報データベースや、診療情報データバンク（ＭＩＡ）を有してお

り、豊富な症例を基に効率的に研究をできること 

・名古屋医療センターには、臨床研究をサポートする体制「（ＡＲＯ機能）が設置され

ており、ＮＨＯ病院間での研究環境の平準化ができること 

  などの特徴やメリットがあります。 

   ＮＨＯの特徴を生かした臨床研究の一例として、ＮＣＤＡデータを活用して、新型コ

ロナウイルス感染症のオミクロン株感染者における重症度の傾向を分析、報告したこと

が挙げられます。この報告は、国が入院から宿泊・自宅療養への移行等について目安を

設ける根拠の１つとなり、全国の病床ひっ迫状況の改善につながりました。 

 

（２）臨床研究の今後の方向性 

   今後も引き続き、ＮＨＯのネットワークやスケールメリットを活用した研究の推進、

ＮＣＤＡ等のデータベースの利活用の推進、ＡＲＯ機能の活用を推進していきます。 

   また、収益性という観点も踏まえつつ、各病院のこれまでの知見等を活用して、アレ

ルギー疾患、再生医療及び遺伝子治療などを含む国が進める高度で実践的な医療提供の

ための研究や疫学研究に取り組むとともに、人材の活用、研究成果の情報発信などによ

り、ＮＨＯにおける臨床研究の充実に総合的に取り組んでいきます。 

     

（３）治験の推進 

   臨床研究事業の一つとして、治験の実施も重要なミッションであり、病院の治験実施

体制の支援の一環として、中央治験審査委員会（ＮＨＯＣＲＢ）を本部に設置し、治験

の効率化・迅速化に対応しています。今後も引き続き、ＮＨＯＣＲＢの活用を推進する

とともに、より一層の治験事務の合理化、透明性の向上を目指します。 
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   また、ＮＨＯのスケールメリットを生かし、国や他の政府機関等からの依頼による、

公衆衛生有事における治療薬やワクチンの治験にも貢献していきます。 

 

５．職員が働きやすく働きがいのある職場づくり 

   ＮＨＯが、日本の医療の向上に貢献し、患者をはじめとする地域の方々に一層信頼さ

れるためには、ＮＨＯで働く職員が、日々自らの成長を実感しながら、働きやすく働き

がいのある職場づくりが重要です。 

   これまで、ＮＨＯは、特に看護部門などでは、自他ともに認める高い水準の教育研修

を実施しています。一方で、各病院や現場の優秀な医療職員の個人の力に依ってきた面

もあります。 

   今後、生産年齢人口の減少が見込まれる中で、国民に引き続き質の高い医療を提供し

続けるためには、 

   ・職員の価値観や生活形態の変化に応じた 人事制度や雇用制度の見直し」 

   ・職員が各職種の本来業務に集中できる 勤務環境等の整備と業務効率化」 

   ・病院を取り巻く環境変化に柔軟に対応できる 教育研修の充実と人材確保の強化」 

  に取り組み、職員一人ひとりが働きやすく働きがいのある職場づくりを病院・グループ・

本部が一体となって進めていくことが重要です。 

   その際、 職員個人のやる気と責任感」に頼るのではなく、本部役職員や病院長を筆

頭とする職長等が率先して古い慣習、価値観、仕事の進め方等を改めて、新しいルール

や仕組みに基づく新しい職場づくりを進めていくという意識を持つ必要があります。 

 

（１）人事制度や雇用制度の見直し 

   ＮＨＯには国家公務員時代から続く人事制度や雇用制度が引き継がれており、これら

のうち硬直的な仕組みについては、独立行政法人に相応しい柔軟なものに改めていかな

ければなりません。 

   従来、中途採用を積極的に行ってこなかった事務職においては、多様な人材を確保す

るため、即戦力となる経験者の採用を進めており、他職種においても状況に応じて進め

ていきます。また、各職種の状況に応じて、在宅勤務などのワーク・ライフ・バランス

に配慮した勤務形態の促進や、限定した地域や病院での勤務など雇用形態の多様化や柔

軟化を図り、職員が働きやすい環境整備を進めます。 

   また、働き方改革を更に進めるため、各職種の業務を見直し、タスクシフトを進めて

いく中で、医師事務作業補助者の常勤雇用化等を検討します。 

   さらに、職員の仕事へのモチベーションが一層高まるような給与の仕組みを検討して

いきます。 
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（２）勤務環境の整備 

   病院にはそれぞれに高い専門性を有する様々な職種の職員が勤務しており、それぞれ

の職能を生かした専門的な業務を遂行できる職場環境を整備することは、医療の質を高

めることにつながります。 

   ＮＨＯではこれまでも時間外勤務の縮減、年次休暇の取得促進、育児・介護制度の利

用促進、ハラスメント相談窓口の設置など勤務環境の改善に努めてきましたが、今後さ

らに、職員が安心・安定して働くことができる職場を確保するため、職場での制度理解

やコミュニケーション不足の解消による制度の利用促進や、ハラスメントのない職場を

目指して取り組んでいきます。また、カスタマーハラスメントに対しては、発生防止な

どの対策強化に取り組みます。 

 

（３）ＩＴ化等による業務の効率化の推進 

   ＮＨＯの全職員にスマートフォンを配布し、業務に利用できるアプリケーションを搭

載することによって、医療に係る様々な業務の効率化を進めるためのツールの一つとし

て活用を図ることとしています。 

   また、事務部門においてもペーパーレス化や定型業務の自動化などが遅れており、で

きることから速やかに取り組んでいきます。さらに現在、病院ごとに行っている給与支

給業務等の共通業務の集約化など、スケールメリットを生かした業務効率化を進めます。 

   加えて、各病院において実施している会議や、本部から病院に依頼している調査等を

はじめとする様々な業務について、当該業務の必要性の見直しを行い、業務の削減を進

めます。 

 

（４）教育研修の充実と人材確保の強化 

  ① 教育研修の充実 

    教育研修については、医療の質の確保はもとより、生産年齢人口が減少する中で安

定的に人材を確保するため、職員がやりがいと成長を感じ、選ばれる職場となるため

の重要な要素です。 

    従来、ＮＨＯのネットワークやスケールメリットを生かした研修を実施してきてお

り、特に看護師については、体系化された質の高い教育研修を実施することなどによ

り、各方面から高い評価を受けています。 

    今後も、ＮＨＯの職員の計画的な育成「・資質向上を推進していく観点から、幅広い

職種やキャリアに応じた教育・研修プログラムの充実・体系化を検討します。 

    なお、高く評価されている研修については、ＮＨＯ職員だけでなく、他の医療機関

の職員も受講できるよう対象等を拡大し、我が国全体の医療の質の向上にも貢献して

いきます。 
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  ② 質の高い医師の安定的な確保 

    病院を運営していく上では、将来にわたり安定的に医師を確保していくことが生命

線です。ＮＨＯ病院は交通の便の悪い地に立地している場合があることや、施設の老

朽化が進んでいることなど不利な点があることは否めませんが、全国的なネットワー

クを有し、安定的な勤務環境が整っていること、臨床研究ができること、研修が充実

していることなどの長所もあります。 

    医師の地域偏在等の問題に伴い、大学の各医局からの派遣が厳しい状況となってい

る中で、医師が不足する病院における確保を図るため、ＮＨＯの全国ネットワークを

活用した緊急医師確保支援（当直医の緊急確保等）の人材マッチングシステムの構築

を検討するとともに、ＮＨＯ医師のネットワーク化など、ＮＨＯ内で連携することに

よる医師派遣策を検討し、必要な医師の確保に努めます。 

    また、特に、医師不足が深刻なセーフティネット分野等の医師確保のため、現在実

施している医師を対象とする研修において、それまで他の診療領域で臨床経験を積ん

だ医師のセーフティネット系医療等へのセカンドキャリアのきっかけとなるような

リカレント教育の充実（既存研修の受講対象範囲の拡大など）など、新たな仕組みの

導入を目指します。 

    ＮＨＯ病院で専攻医研修を受ける医師に対し、ＮＨＯの長所や魅力などを積極的に

アピールしていきます。 

    病院の建物整備や最新の医療機器の導入なども、働きやすく、魅力的な職場の要素

となることから、必要な投資を着実に進めます。 

 

  ③ ＮＨＯのブランドバリューの向上による優秀な看護師の確保 

    18 歳人口の更なる低下など今後ますます看護学生の確保が困難になることが見込

まれる中、ＮＨＯのブランドバリューを向上させ、優秀な看護師を確保していくこと

が重要です。そのためには、実習を受けている学生や新人看護師に「 この病院で働き

たい」 ＮＨＯの病院で働きつづけたい」と思われるような病院の雰囲気づくりとと

もに、看護師を組織的に確保していく体制や仕組みを構築していきます。 

    附属看護師等養成所については、地域における看護師等養成の状況を踏まえつつ、

各養成所がＮＨＯ病院における看護人材確保に向けて学生の確保、教育の質向上等を

通じ、引き続きその役割を果たしていきます。現在、養成所ごとに実施している教育

について、各養成所をネットワーク化することにより、オンライン研修などの質の高

い教育を受けることができるようにするなど、本部から養成所へのハード面やソフト

面での支援を行っていきます。 

    また、学生や新人看護師に対し親しみやすく的確な指導を行うことができる看護師

を育成していくため、学生の実習指導等を担当する看護師が受講する 実習指導者講

習」について、より多くの者が講習を受けることができるよう、カリキュラムの共通
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化や eラーニングの活用などを進めます。 

    さらに、看護師を確保しやすい病院で採用した２年目以上の看護師を、看護師の確

保が困難な病院に対して期間限定で派遣する仕組みを導入するなど、看護師採用にお

ける病院同士の連携を強化します。 

 

  ④ 病院運営・経営のスペシャリストの養成 

    事務職は、これからの病院運営「・経営の重要な屋台骨として、その役割が更に高ま

ることから、教育・研修制度を強化し、総合職として多様な医療機関で即戦力となる

 病院運営・経営のスペシャリスト」を目指します。また、情報システム（ＩＴ）関

連業務や医事（診療報酬関連）業務など、専門性の高い分野でスペシャリストとなれ

る仕組みの構築も目指します。 

    このため、まずは、事務部門の目指すべき職員像や職場像などの将来像を示した「 Ｎ

ＨＯ事務部門人材育成ビジョン」を策定「・公表し、具体的な人材育成・研修プログラ

ムを検討していきます。 

 

６．健全な経営に向けた改革 

   ＮＨＯは、重症心身障害、神経・筋疾患や精神医療といった収益を上げにくい分野の

医療を担っていることに加え、令和３年度に運営費交付金が皆減となるなど、国からの

財政支援も乏しく、法人全体として支え合いながら自収自弁の経営を行っていかなけれ

ばなりません。 

   足元の令和６年度上期については、一般病床中心病院では、一日平均入院患者数は対

前年度比で 1.0％増と微増しているものの、コロナ前の元年度比で 8.3%減少しており、

一日平均外来患者数はコロナ感染拡大時と比較しても下回る状況が継続している（２年

度比で 0.7％減）とともに、セーフティ系病床中心病院では、入院・外来ともにコロナ

感染拡大時と比較しても下回っている状況です（２年度比でそれぞれ 3.4％、8.3％の

減）。 

   収支状況については、診療業務費の増加等の影響により法人全体として経常収支・医

業収支とも赤字となっており、経常収支が赤字の病院は令和６年９月までの累計で 119

となっているとともに、法人の資金繰りも急激に悪化しており、このままでは７年後に

法人資金が枯渇する可能性があります。 

   一方で、昭和 50 年代に建てられた外来棟・管理棟が多く残るなど、病院建物の老朽

化が進んでおり、十分な建て替え資金が確保できていないため補修的な改修等で乗り切

っているといった、非常に厳しい状況に置かれている病院が少なくありません。さらに

は、医療の質を確保するために、手術支援ロボットの普及への対応や電子カルテの導入・
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更新などの医療機器・ＩＴ機器への投資も求められています。 

   コロナ禍においては暫時、建て替え等の投資を抑制することで経営改善を行いました

が、施設の老朽化への対応といった必要な投資を行うためにも、単なる支出抑制等によ

る経営改善ではなく、今後より一層の経営改善を進め、必要な投資を進められる経営体

力をつけていく必要があります。 

   その際、各病院が個別ばらばらに経営改善の取組を進めるのでは非効率な面もあるこ

とから、今後は、経営改善などの重要課題の解決に向けて、本部が積極的に各病院への

経営支援を行い、地域に求められている医療の提供による収益の増加、あるいはスケー

ルメリットを生かしたコスト削減等を図ることなどで、効率的かつ迅速に成果を上げる

よう努力することが重要です。 

 

（１）更なる経営改善に向けた取組 

   令和６年度から、本部に経営改善推進委員会を設置し、一般病床中心病院の経営改善

を図るためのＫＰＩ（Key「Performance「Indicator：重要業績評価指標）の活用、指定

した重点支援病院に対する本部からの病院訪問支援などの経営改善策を進め、一定の成

果はありましたが、収支状況の十分な改善には至っておらず更なる取組が必要です。 

 

  ① 経営改善に向けた意識・手法等の共有 

    まずは、病院・グループ・本部において経営に責任を有する管理職全員が、このま

までは数年後には積立金が枯渇するなどの厳しい財政状況であるという問題意識を

共有し、組織全体で危機感をもって取り組んでいくことが重要です。その上で、経営

改善に関する病院長研修の充実、経営改善のためのマニュアルの作成、各病院の経営

改善に有用なデータの提供などを行い、どのように経営改善を達成していくか、ＮＨ

Ｏ内での意識や知見の共有を図っていきます。 

 

  ② 各病院の自律的な経営改善推進 

    各病院を経営状況等に応じてカテゴリー分けし、経営状況が良好な病院には人員配

置等に関するインセンティブを持たせるなど、各病院の自律的な経営改善を促す仕組

みの導入を検討します。一方で、経営状況が厳しい病院には本部「・グループが重点的

に助言や支援を実施することで、ＮＨＯ全体として効率的な経営支援体制を構築しま

す。 

 

  ③ 本部主導によるスケールメリットを生かした経営改善策の実施 

    各病院の経営改善に有用なデータの整理・提供や分析など本部「・グループから個別
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の病院に対する支援を更に充実します。 

    また、ＮＨＯのスケールメリットを生かした経営改善策として、医薬品・医療機器・

各種物品や電子カルテの共同調達の拡大や仕様の統一化などの経費節減策、及び収入

増に向けたノウハウの横展開などを本部が主導して検討していきます。 

 

（２）効率的・計画的な投資の推進 

  ① 今後の投資方針 

    これまでＮＨＯでは、独立行政法人移行時に継承した多 の負債やその後の収支状

況などによる厳しい財務状況の改善に重きを置いて、建物・医療機器等の整備を抑制

的に行ってきました。 

    今後は、人口減少と医療の高度化が進む中、将来にわたり法人として持続可能な運

営を続けながら、地域の医療ニーズに応え、優秀な人材を確保していくとともに、災

害時における拠点として有効に機能させるために、その基盤となる建物・医療機器等

への投資も効率的・重点的に行っていく必要があります。 

    また、全国各地の相当数のＮＨＯ病院が老朽化しており、これを一斉に建替えまた

は改修していく経営体力はないことを踏まえると、建物の建替・大規模改修について

は、優先順位を考慮しながら順次、計画的に進めていくこととします。 

 

  ② 手続の簡素化を含む投資ルールの柔軟化 

    ＮＨＯでは、大規模な施設の改修や大型の医療機器の購入といった投資に際しては、

病院から本部に申請を行い、本部の同意を受けて投資を行う仕組みとなっています。

その際、ともすれば、同意を受けることが目的化し、そのための本部・病院間の調整

に時間と労力を使い、タイムリーな投資ができないなど、非効率な面がありました。 

    今後は、経営状況の良い病院は一定の条件のもと協議不要で投資できる範囲を拡大

したり、導入機器の選定に関し本部が標準的な医療機器をあらかじめ示すようにする

など、各病院が柔軟に投資ができるよう手続の簡素化を含めて見直していきます。 

    その他、病院単位では知見に乏しい場合がある建物整備などに本部がしっかりと支

援できるよう、窓口を設けてプッシュ型で支援を行うなど、本部・病院が一体となっ

て投資判断をできる体制を構築していきます。 

 

  ③ 投資効果の検証 

    これまで、本部における投資判断においては、事前の形式的なチェックに慎重にな

る余り、事務手続きが膨大になるだけでなく、整備・購入後に投資に見合った効果が

実際に得られたのかどうかの検証が疎かになり、結果的に、費用対効果が十分でない
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投資が発生することがありました。 

    今後、本部による投資効果の検証は「 事前チェック」から 導入後の効果検証」に

重点を移すこととし、フォローアップとともに必要に応じて経営改善支援にも取り組

みます。 

 

（３）法人全体としての経営改善の実現 

  ① 基本方針 

    ＮＨＯの経営改善に当たっては、単に、それぞれの病院の収支だけに着目するので

は十分とは言えません。地域の状況や病院の医療内容等により、採額がとれない場合

もあると考えられ、ＮＨＯが担うべき医療については、できる限りの経営改善を図り

ながら維持することで、ＮＨＯ全体としてバランスの取れた経営を目指していくこと

が大事です。 

    このため、まずは、都市部で多数の急性期病床を有する大規模な病院など経営改善

効果が高い病院が、経営改善策に速やかに取り組み、着実に成果を上げることが必須

と考えられます。そして、 採額がとれない場合であっても、ＮＨＯが担うべき医療」

を担う病院にあっても、経営改善の努力を行って収益を向上させている他の病院が不

公平感を抱くことのないよう、経営改善に取り組み、可能な範囲で赤字の縮減を目指

すべきと考えられます。 

    このように短期的な経営改善に病院・グループ・本部が一体となって全力で取り組

むことと並行して、将来的にも持続可能な経営を継続し、国立病院機構としてその責

任や役割を果たしていくためには、地域における将来の人口動態や、必要とされる医

療需要の変化を常に捉え、地域ごとにその時代に適応したＮＨＯ病院の役割「・機能を

見直していく必要があります。 

    このため、ＮＨＯ全体として持続可能な法人運営を図るとともに、ＮＨＯ病院や地

域の医療機関がいたずらに競合することにより、医師、看護師等の人材の確保に支障

を生じたり、経営が悪化することのないよう、 

    ・診療科の見直しや病棟集約といったダウンサイジング 

    ・地域包括医療病棟、高齢者救急等機能等への機能転換 

    ・在宅医療支援、介護分野等への展開 

    ・地域医療連携推進法人への参加 

    ・周辺の他の医療機関との再編・統合（病院の廃止を含む。） 

   など、地域の状況を踏まえた幅広い選択肢について柔軟に検討していかなければなり

ません。 
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 ② 今後の進め方 

    検討に当たっては、地域における医療ニーズや地域においてＮＨＯ病院の果たして

いる役割、他の医療機関の状況、地域医療構想で地域に求められている機能を踏まえ

つつ、地域医療、また病院の患者や職員に悪影響がないよう、地元の自治体と連携を

図りながら、計画的・段階的に進めていく必要があります。 

    この際、本部においては、各病院を支援しながら主導に見直しを進め、各病院の経

営状況や各地域におけるＮＨＯ病院のシェアや医療需要などの指標について、定量的

なデータを把握し、分析するとともに、地域医療構想や地域のニーズを踏まえた地域

包括医療病棟への転換や在宅医療・介護分野への参入等の好事例も参考にしつつ、地

元の自治体や、地域住民等にも必要な情報を提供しながら、見直しの必要性について

丁寧に理解を求めていきます。各病院においても、地域医療構想調整会議において地

域医療構想実現に向けて主体的な役割を果たすなど、地域と連携し、これから地域に

求められる医療の提供を進めていきます。 

    検討を進める中で、必要な見直しを行ったとしてもなお経営改善の見込みが立たな

い病院であって、地域において必要な医療機能を引き続き提供する必要がある場合に

ついては、医療の継続的な提供に支障を生じないよう、地元の自治体との協議の中で

医療機能継続のための必要な支援を求めていきます。 

 

  ③ ＮＨＯの体制のあり方 

    ＮＨＯは現在、病院数 140、病床数「約４万９千床、職員数「約７万８千人の大きな

組織であり、これを本部職員約 200 人（ＤＭＡＴ事務局約 30 人、総合研究センター

約 20 人を含む）と、全国６か所に所在するグループ事務所職員約 150 人で統括し、

運営する体制になっています。 

    今後、業務のＩＴ化の推進に伴う業務のあり方の変化や、ＮＨＯが一体的に取り組

むべき経営改善や人材確保、広報活動などの重要課題に効率的に取り組んでいくため

には、病院と本部「・グループとの業務分担や体制のあり方を見直していく必要があり

ます。 

 

７．ＮＨＯがより安定的に経営を行うための対応 

   法人運営に必要な資金を安定的に確保するため、施設整備に関連する費用等の所要 

の費用計上や長期借入の対象の見直しに向けた検討が必要です。また、拡大する介護・

福祉ニーズに対応し、地域包括ケアシステムの実現に貢献するため、また、経営改善を

図るため、介護・福祉に関する事業等、新たな事業を柔軟に実施できるよう、業務範囲

の見直しに向けた検討が必要です。さらに、地域で必要とされる医療を提供し続けるた
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め、病院・グループ・本部が様々な機会をとらえて、地方自治体等に説明するなど、必

要な財政支援や人材確保支援等が受けられるよう取組を進めます。 

 

おわりに 

   独立行政法人化し、20 年が経過する中で、医療を取り巻く環境は大きく変化しまし

た。今後も続く様々な変化に適応していかなければ、ＮＨＯの役割や使命を果たし続け

ていくことは困難です。ＮＨＯは大きな転換点に立っており、今こそが改革に踏み出す

ときです。このビジョンをベースとして、具体的な取組を進めていくため、本部におい

ては、それぞれの項目について、必要な改革を盛り込んだ具体的な実施計画を作成し、

計画的・段階的に取組を進めていきます。特に、経営改善や虐待防止対策などの喫緊の

課題については、速やかに具体的な対策を講じていきます。その際、現場の実態に即し

て、取組を円滑に実行していくため、病院・グループの意見を十分に聞きながら、取組

を進めていきます。 

   約７万８千人の職員一人ひとりが、ＮＨＯの役割と使命、スケールメリットや多様性

といったＮＨＯの強み、自病院の特性や地域医療における位置付けを改めて認識し、一

丸となって地域に貢献できるＮＨＯをつくりあげていきましょう。 



○ 人口減少に伴う患者数の減少、労働力人口の減少、諸物価の高騰など、我が国の医療を取り巻く環境はさらに厳しい状況。また、NHOは、令和２年度以降、毎年度の
医業収支が300億円超の赤字が継続し、危機的な財政状況。

○ 以下の３つの観点で、今後の国全体の医療需要等の動向を踏まえたNHOが直面する課題を整理し、どのように取り組んでいくのかという改革の方向性を提示。
① NHOの強みであるスケールメリットや病院の多様性を活かして、各病院の個性を発揮しつつ互いに連携しながら、地域のニーズに応じた質の高い医療を提供
② 人材不足等が進む中で、安定して医療を提供していくため、病院・グループ・本部が一体となって、全職員が安心して、誇りをもって働くことができる職場づくり
③ NHOが求められる役割を果たし、法人全体として持続可能な運営を維持していくため、着実な経営改善の推進

○質の高い医療の提供

①地域医療への貢献
・５疾病６事業等の質の高い医療を提供し続けることは、NHO病
院の重要な使命

②重症心身障害、神経・筋疾患
・療養環境の充実を図り、引き続き確実に入院医療を提供
・地域移行のニーズに対応するため、オンラインの活用や在宅療養支
援の取組を実施

③結核・エイズ
・「モデル病床」の活用を含め結核病床の効率的な運用の検討、病
床削減を含め結核病床の在り方を地方自治体と調整
・引き続きエイズへの取組推進に向けた役割を遂行

④精神・心神喪失者等医療観察法医療
・地域移行に向けた機能の強化、病院の規模・機能を見直し
・心神喪失者等医療観察法医療について、他の公立病院等との役
割分担や集約化を含めたNHOの今後の役割について検討

⑤災害・新興感染症
・NHOのネットワークを生かしつつ、引き続き積極的な取組を実施
・平時からの準備や国民への訴求力向上に向けた取組を実施
・他の公的病院等と役割分担や連携を推進

○虐待防止対策
・本部で検討体制を組み、NHO全体で組織風土の改善等を含めた
虐待防止対策の取組を実施

○医療DXの推進
・政府の医療DXを推進、政府が目指す統一的な電子カルテの導入
等を検討

○臨床研究の推進
・NHOのネットワークやスケールメリットを活用した研究の推進
・国が進める高度で実践的な医療提供のための研究や疫学研究の取
組を実施
・NHOCRBの活用推進、一層の治験事務の合理化や透明性の向上

国立病院機構（ＮＨＯ）ビジョン案 概要

NHO運営の基本的考え方

○人事制度や雇用制度の見直し

・限定した地域や病院での勤務など雇
用形態の多様化や柔軟化

・医師事務作業補助者の常勤雇用化

・職員のモチベーションが一層高まるよう
な給与の仕組みの検討

○勤務環境の整備

・ハラスメントのない職場を目指した取組
の実施

○IT化等による業務効率化の推進

・全職員へのスマートフォンの配布

・共通業務の集約化

○教育研修の充実と人材確保の強化

・幅広い職種やキャリアに応じた教育・研
修プログラムの充実・体系化の検討

・NHOの全国ネットワークを活用した緊
急医師確保支援の人材マッチングシス
テムの構築や医師派遣策の検討

・看護師を組織的に確保していく体制や
仕組みの構築

・本部から附属看護師養成所へのハー
ド面やソフト面での支援等による看護
師の確保

・病院運営・経営のスペシャリスト養成の
仕組みづくりを目指し、「NHO事務部
門人材育成ビジョン」を策定・公表

○更なる経営改善に向けた取組
・経営改善に関する研修の充実等による、経営改善
に向けた意識・手法等の共有
・各病院の自律的な経営改善推進のため、経営状
況が良好な病院へのインセンティブの導入を検討
・共同調達の拡大等による、スケールメリットを生かし
た経営改善策の実施

○効率的・計画的な投資の推進
・建物の建替・大規模改修は、優先順位を考慮しな
がら順次、計画的に実施
・投資手続の簡素化、本部から病院への投資判断
の支援
・投資効果の検証は「事前チェック」から「導入後の効
果検証」に重点を移動

○法人全体としての経営改善の実現
・ダウンサイジング、機能転換、再編・統合（廃止を
含む）など、地域の状況を踏まえた幅広い選択肢
について柔軟に検討
・経営改善の見込みが立たず、地域で必要な医療
機能を引き続き提供する必要がある場合、必要な
支援を含め、自治体と協議
・病院と本部・グループとの業務分担や体制のあり方
を見直し

○NHOがより安定的に経営を行うための対応
・資金の安定的な確保や新たな事業の実施に向け
た制度の見直しの検討
・地方自治体等から、必要な財政支援や人材確保
支援等が受けられるよう取組を推進

質の高い医療の提供、臨床研究の推進 働きやすく働きがいのある職場づくり 健全な経営に向けた改革等

第４回NHOビジョン検討委員会
（令和６年12月９日）

参考資料１



 

1 

 

国立病院機構（ＮＨＯ）ビジョン骨子案 

～今後のＮＨＯ運営の基本的な考え方と目指すべき方向～ 

 

はじめに 

・ 高齢者人口がピークを迎える 2040 年に向けて、法人全体としてどのような方向で

運営を行っていくかを示すための指針「 国立病院機構（ＮＨＯ）ビジョン」を策定す

ることとしました。 

 

１．ＮＨＯ運営の基本的考え方について 

（１）NHOを取り巻く環境変化等 

・ 日本の医療を取り巻く環境はさらに厳しい状況となっており、2040 年頃には高齢

者人口がピークを迎え、患者数や医療従事者数が現在からさらに減少するとともに、

今後の医療技術の進歩、医療ＤＸの進展等によって、診療の内容や医療機関のあり方

も大きく変化することが見込まれます。 

・ 近年、日本の医療を脅かすような感染症や災害対応において、ＮＨＯがスケールメリ

ットを発揮して積極的に対応することにより、公的医療機関としてＮＨＯが果たすべ

き役割が改めて行政や国民の皆様に認識されてきており、今後もその重責をしっかり

と果たすことが求められています。 

・ 国や自治体の行政に協力し、医療制度の改善等に貢献することも、ＮＨＯが引き続き

果たしていかなければならない役割の一つです。 

・ 新型コロナウイルス感染症で激減した患者数は、その後も回復しておらず、令和２年

度以降、毎年度の医業収支は300億円を超える赤字となっており、数年後には積立

金が枯渇するような危機的な財政状況です。 

・ 患者虐待事案などが発生しましたが、法令等を遵守する意識を全職員に徹底するなど、

コンプライアンスの強化に不断に取り組みます。 

（２）ＮＨＯの目的・理念等 

・ ＮＨＯは、発足当初より理念を定めているとともに、令和元年にとりまとめた ＳＵ

ＲＥプロジェクト」においても理念を掲げて、法人運営に取り組んできました。 

（３）ビジョン策定に当たっての基本的考え方 

・ ＮＨＯの強みであるスケールメリットや、様々な機能、役割、規模等の病院から構成

される多様性を活かして、それぞれの病院の個性を発揮しつつ互いに連携しながら、

地域のニーズに応じた、質の高い医療を提供していくこと 

第４回NHOビジョン検討委員会 
（令和６年12月９日） 
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・ 人口減少に伴う人材不足等が進む中で、安定して医療を提供していくため、病院・グ

ループ・本部が一体となって、全職員が安心して、誇りをもって働くことができる職

場をつくっていくこと 

・ ＮＨＯが国や国民から求められる役割を果たし、法人全体として持続可能な運営を維

持していくため、着実に経営改善を進めていくこと 

との３つの観点に立って、ＮＨＯが直面する課題を整理し、それらにどのように取り組

んでいくのかという改革の方向性を示しています。 

    

２．患者の視点に立った質の高い医療の提供等 

・ ＮＨＯ病院は、急性期病棟中心の病院や、いわゆるセーフティネット系の病院など、

その機能・役割は病院ごとに様々であり、それぞれの病院を取り巻く地域の医療提供

体制によって医療ニーズも異なります。 

・ このような中で、ＮＨＯ病院は公的医療機関としてそれぞれの地域において求められ

る役割を果たすとともに、患者の視点に立った質の高い医療を提供していきます。 

（１）地域医療への貢献 

・ 都市部と地方部など、それぞれの都道府県、医療圏、地域において状況は様々ですが、

地域における医療提供体制の状況や医療ニーズ等を踏まえ、５疾病６事業をはじめと

する、質の高い医療を提供し続けることはＮＨＯ病院の重要な使命です。 

・ 地域における活動に丁寧に取り組み、行政や他の医療機関を含めた地域との信頼関係

を構築していくことも必要です。 

（２）重症心身障害、神経・筋疾患 

・ ＮＨＯは長年、重症心身障害、筋ジストロフィー等神経・筋疾患の医療を提供し続け

てきた歴史があります。 

・ 患者の高齢化、重症患者の増加、医療の高度化等も踏まえつつ、療養環境の充実を図

り、引き続き確実に入院医療を提供していきます。 

（３）結核・エイズ 

・ 結核については、一般病床としても使用できる「 モデル病床」の活用を含め効率的な

病床運用の検討とともに、地域におけるニーズを踏まえつつ、病床削減を含め結核病

床の在り方の地方自治体との調整が必要です。 

・ エイズについては、今後も引き続きブロック拠点病院等として、その役割を果たして

いきます。 

（４）精神・心身喪失等医療観察法医療 

・ 精神医療については、高度で専門的な医療を提供するなど、重要な役割を果たしてき
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ましたが、我が国における精神科病床の実情を踏まえつつ、地域移行に向けた機能を

強化するとともに、病院の規模・機能を見直します。 

・ 専門的な医療の提供やそれに伴う臨床研究・教育について、各病院において必要な医

師確保を含め総合的に実施します。 

・ 心身喪失者等医療観察法に基づく医療については、他の公立病院等との役割分担や集

約化を含め、NHOの今後の役割について検討します。 

（５）災害・新興感染症 

・ 災害医療や新興感染症など、広域的な対応が求められる医療の提供については、全国

に病院を有するNHOのネットワークを活かし、引き続き積極的に取り組みます。 

・ 災害医療については、平時からの災害時等に備えた準備や国民への訴求力の向上に取

り組むとともに、他の公的病院等と役割分担や連携を図ります。 

（６）虐待防止対策 

・ 虐待事案に対し、第三者委員会から再発防止策として、研修内容の充実・強化、人員

体制の見直し、虐待が発生しない職場環境づくりなどの取組が求められています。 

・ 本部においても検討体制を組み、NHO全体で、コンプライアンスやガバナンスの強

化を含めた虐待防止対策に取り組んでいきます。 

（７）医療ＤＸの推進 

・ 電子カルテの標準規格化を踏まえた電子カルテの導入検討や、政府の工程表に沿って

取り組み、政府の医療ＤＸを推進します。 

・ 将来に向けて、政府が目指している統一的な電子カルテの導入などを検討します。 

 

３．医療の発展等に向けた臨床研究の推進 

（１）ＮＨＯにおける臨床研究の特徴・メリット 

・ 臨床研究事業は、大学や研究所などと比べると、研究に割ける人材や時間などの資源

が限られているものの、医師等にとって魅力ある職場となり、人材確保につながる観

点からも、ＮＨＯの重要なミッションの一つです。 

・ ＮＨＯにおける臨床研究については、スケールメリットを生かした研究を重点的に進

めていること、ＮＣＤＡによるデータベースや、ＡＲＯ機能が設置されていることな

どの特徴やメリットがあります。 

（２）臨床研究の今後の方向性 

・ ＮＨＯのネットワークやスケールメリットを活用した研究の推進、ＮＣＤＡ等のデー

タベースの利活用の推進、ＡＲＯ機能の活用や、国が進める高度で実践的な医療提供

のための研究や疫学研究に取り組むとともに、人材の活用、研究成果の情報発信など
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により、総合的に取り組んでいきます。 

（３）治験の推進 

・ 治験の実施も重要なミッションであり、引き続き、ＮＨＯＣＲＢの活用を推進すると

ともに、より一層の治験事務の合理化、透明性の向上を目指します。 

     

４．職員が働きやすく働きがいのある職場づくり 

・ 今後、生産年齢人口の減少が見込まれる中で、 人事制度や雇用制度の見直し」 勤務

環境等の整備と業務効率化」 「 教育研修の充実と人材確保の強化」に取り組みます。 

（１）人事制度や雇用制度の見直し 

・ 多様な人材を確保するため、即戦力となる経験者の採用を進めます。 

・ ワーク「・ライフ・バランスに配慮した勤務形態の促進や、雇用形態の多様化「・柔軟化

を図るなど、職員が働きやすい環境整備を進めます。 

・ 各職種の業務を見直し、タスクシフトを進めていく中で、医師事務作業補助者の常勤

雇用化や、職員のモチベーションが一層高まるような給与の仕組みを検討します。 

（２）勤務環境の整備 

・ これまでも福利厚生制度の充実などの勤務環境の改善に努めてきましたが、今後さら

に、職員が安心・安定して働くことができる職場を確保するため、ハラスメント対策

を強化します。 

（３）IT 化等による業務の効率化の推進 

・ ＮＨＯの全職員にスマートフォンを支給し、医療に係る様々な業務の効率化を進める

ためのツールの一つとして活用を図ります。 

・ ペーパーレス化や定型業務の自動化などに速やかに取り組むとともに、共通業務の集

約化など、スケールメリットを生かした業務効率化を進めます。 

・ 各病院において実施している会議や、本部から病院に依頼している調査をはじめとす

る様々な業務について、必要性の見直しを行い、業務の削減を進めます。 

（４）教育研修の充実と人材確保の強化 

① 教育研修の充実 

・ 教育研修については、生産年齢人口が減少する中で安定的に人材を確保するため、職

員がやりがいと成長を感じ、選ばれる職場となるための重要な要素です。 

・ ＮＨＯのネットワークやスケールメリットを生かした研修を実施してきており、特に

看護師の研修については、各方面から高い評価を受けています。 

・ 今後も、幅広い職種やキャリアに応じた教育・研修プログラムの充実・体系化を検討

します。 
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② 質の高い医師の安定的な確保 

・ 大学の各医局からの派遣が厳しい状況となっている中で、医師が不足する病院におけ

る確保を図るため、緊急医師確保支援の仕組みを構築を検討するとともに、ＮＨＯ内

で連携することによる医師派遣策を検討し、必要な医師の確保に努めます。 

・ 特に、医師不足が深刻なセーフティネット分野等の医師確保のため、リカレント教育

の充実など、新たな仕組みの導入を目指します。 

③ ＮＨＯのブランドバリューの向上による優秀な看護師の確保 

・ 18歳人口の更なる低下など今後ますます看護学生の確保が困難になることが見込ま

れる中、看護師を組織的に確保していく体制や仕組みを構築していきます。 

・ 附属看護師等養成所については、地域における看護師等養成の状況を踏まえつつ、引

き続きその役割を果たすとともに、各養成所ごとに実施している教育について、本部

から養成所へのハード面やソフト面での支援を行っていきます。 

・ 学生の実習指導等を担当する看護師が受講する 実習指導者講習」について、より多

くの者が講習を受けることができるようにしていきます。 

・ 看護師の確保が困難な病院に対して期間限定で派遣する仕組みを導入するなど、看護

師採用における病院同士の連携を強化します。 

④ 病院運営・経営のスペシャリストの養成 

・ ＩＴ関連業務、医事業務など、専門性の高い分野でスペシャリストとなれる仕組みの

構築を目指します。 

・ 事務部門の職員の目指すべき職員像や職場像などの将来像を示した「 ＮＨＯ事務部門

人材育成ビジョン」を策定「・公表し、具体的な人材育成・研修プログラムを検討して

いきます。 

 

５．健全な経営と効率的・計画的な投資による持続可能な病院経営 

・ 令和３年度に運営費交付金が皆減となるなど、国からの財政支援も乏しく、法人全体

として支え合いながら自収自弁の経営を行っていかなければなりません。 

・ 一方で、病院建物の老朽化が進んでおり、十分な建て替え資金が確保できていない中

で、非常に厳しい状況に置かれている病院が少なくありません。さらには、医療の質

を確保するために、医療機器・ＩＴ機器への投資も求められています。 

・ より一層の経営改善を進め、必要な投資を進められる経営体力をつけていく必要があ

ることから、今後は、本部が積極的に各病院への経営支援を行い、効率的かつ迅速に

成果を上げるよう努力することが重要です。 
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（１）更なる経営改善に向けた取組 

・ 一般病床中心病院の経営改善を図るためのＫＰＩの活用、指定した重点支援病院に対

する本部からの病院訪問支援などの経営改善策を進め、一定の成果はありましたが、

収支状況の十分な改善には至っておらず更なる取組が必要です。 

① 経営改善に向けた意識・手法等の共有 

・ 病院・グループ・本部において経営に責任を有する管理職全員が、厳しい財政状況で

あるという問題意識を共有し、組織全体で危機感をもって取り組んでいくことが重要

です。 

・ 経営改善のためのマニュアルの作成、各病院の経営改善に有用なデータの提供などを

行い、ＮＨＯ内での意識や知見の共有を図っていきます。 

② 各病院の自律的な経営改善推進 

・ 経営状況が良好な病院には人員配置等に関するインセンティブを持たせるなど、各病

院の自律的な経営改善を促す仕組みの導入を検討します。 

・ 経営状況が厳しい病院には本部・グループが重点的に助言や支援を実施することで、

ＮＨＯ全体として効率的な経営支援体制を構築します。 

③ 本部主導によるスケールメリットを生かした経営改善策の実施 

・ 各病院の経営改善に有用なデータの整理・提供や分析など本部「・グループから病院に

対する支援を更に充実します。 

・ ＮＨＯのスケールメリットを生かした経営改善策として、医薬品や電子カルテ等の共

同調達の拡大や仕様の統一化等の経費節減策などを本部が主導して検討していきま

す。 

（２）効率的・計画的な投資の推進 

① 今後の投資方針 

・ これまでは、厳しい財務状況の改善に重きを置いて、建物・医療機器等の整備を抑制

的に行ってきました。今後は、建物・医療機器等への投資も効率的・重点的に行って

いく必要があります。 

・ 全国各地の相当数のＮＨＯ病院が老朽化しており、建物の建替・大規模改修について

は、優先順位を考慮しながら順次、計画的に進めていくこととします。 

② 手続の簡素化を含む投資ルールの柔軟化 

・ 大規模な施設の改修や大型の医療機器の購入といった投資に際しては、本部の承認を

受けて投資を行う仕組みとなっており、タイムリーな投資ができないなど、非効率な

面がありました。 

・ 今後は、各病院が柔軟に投資できるよう手続の簡素化を含めて見直すとともに、本部・
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病院が一体となって投資判断できる体制を構築していきます。 

③ 投資効果の検証 

・ 従来、本部における投資判断においては、結果的に費用対効果が十分でない投資が発

生することがあったことから、投資効果の検証を 事前チェック」から 導入後の効

果検証」に重点を移します。 

（３）法人全体としての経営改善の実現 

① 法人全体としての視点 

・ ＮＨＯの経営改善に当たっては、地域の状況や病院の医療内容等により、採算がとれ

ない場合もあると考えられることから、ＮＨＯ全体としてバランスの取れた経営を目

指していくことが大事です。 

・ このためには、経営改善効果が高い病院が、経営改善策に速やかに取り組み、着実に

成果を上げることが必須と考えられます。そして、「 採算がとれない場合であっても、

NHOとして担うべき医療」を担う病院であっても、可能な範囲で赤字の縮減を目指

すべきと考えられます。 

・ また、ＮＨＯ全体として持続可能な法人運営を図るとともに、ＮＨＯ病院や地域の医

療機関がいたずらに競合することにより、医師、看護師等の人材の確保に支障を生じ

たり、経営が悪化することのないよう、病棟集約といったダウンサイジングや機能転

換、さらには、周辺の他の医療機関との再編・統合や病院の廃止も含めて検討しなけ

ればなりません。 

・ ダウンサイジングや機能転換、再編・統合等の検討に当たっては、地域における医療

ニーズや地域においてＮＨＯ病院の果たしている役割、他の医療機関の状況等を十分

に踏まえつつ、地元の地方自治体とも連携を図り、地域医療構想との整合性を図りな

がら、地域医療、また病院の患者や職員に悪影響がないように計画的・段階的に進め

ていく必要があります。 

② ＮＨＯの体制のあり方 

・ ＮＨＯは、職員数約 7 万 8 千人の大きな組織であり、これを本部職員とグループ事

務所職員で管理運営する体制になっています。 

・ 今後、ＮＨＯが一体的に取り組むべき経営改善や人材確保、広報活動などの重要課題

に効率的に取り組んでいくため、病院「・グループ・本部の業務分担や体制のあり方を

見直していきます。 

 

６．おわりに 

・ このビジョンをベースとして、具体的な取組を進めていくため、本部においては、そ
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れぞれの項目について、必要に応じて更に具体的な計画を作成し、計画的・段階的に

取組を進めていきます。特に、経営改善や虐待対策などの喫緊の課題については、速

やかに具体的な対策を講じていきます。 
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